
書式第 12号 (法第28条関係)

令 和 3年 度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人  日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

1. 事業の成果
特定非営利活動法人日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン(JUST)は 、令和3年度において、前年度に引き続

きミーティングと無料電話相談 (ホットライン)を行い、さまざまな心の問題を抱える人に対応した。

令和3年度の主な活動内容は、以下の通りである。

(1)電話相談事業 (ホットライン)
当法人設立以来継続している事業の一つである。令和3年度の無料電話相談 (ホットライン)の総件数は、

およそ 1,000件であった。年度末時点の相談員は 11名 (休止中の者含む)である。

(時間数)一月当り約30回 ×2時間/回 =約60時間 年間約 700時間
(件数)一 月当り約 30回 ×3件 /回 =90件 年間約 1,000件 )

(2)サバイパー体験の分かち合いの場としてのミーティング活動事業
安全な場として、お互いの話を批評、批判しない「言いっばなし、聞きっぱなし」形式を原則とする分かち合

いは、ミーティング活動として電話相談事業同様、当法人設立以来継続している。年間の参加者数はおよ

そ 2,000名であった。年度末時点の活動グループ数は 16グループ (休止中のもの含む)である。

Zoomを利用したオンラインによるミーティングが定着している。
また によるミーティング「JUST倶楽部�th齊藤學」が、令和3年 5月 から毎週月曜午後に開
催されている。

(3)講演会・ワークショップ等の社会教育。広報活動事業
令和3年度は実施せず。

(4)会報の発行及び、刊行物等の発行に関する事業
会員向けの会報である「JUST通信」を年5回 (108～ 112号)発行し、会員への情報提供・分かち合いの場
のひとつとして活用してもらえるようにした。

(5)個々の事業に必要なボランティアの受け入れ、及び必要とされる人材の養成事業
特になし。

(6)関連諸団体との情報交換、連絡調整及び協力活動事業
各グループ、各メンバーにおいて、適宜情報交換等を実施

(7)前項(1)～ (6)の事業を行うための募金活動事業
ミーティング場、会報、ホームページ等で適宜実施。オンラインミーティング参加者への献金呼掛けが課題。

(8)その他この法人の目的達成に必要な事業
面会交流支援事業は、収益をあげられるに至ってはいないものの、活動として継続されている。

自由な居場所、立ち寄り場としてミーティング場の空き時間を、鍵当番がいる時間帯のみとなるが、フリース

ペースとして活用している(JUST倶楽部)。 一部時間帯で女性専用としている。



2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【1,415】 千円)

(2)その他の事業

実施なし。
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事業費

(千円)

l.電話相談事業

ホットライン(ピア・カウンセリング)
ボランティアメンパーが、全国から同
じような悩みに苦しんでいる方々の

声を対等な立場で聴く。

月当たり

約∞H

JUST事務局

(港区)

クラウドホン

による自宅

受電

11人 全国
のベ

1,000人
556

2.生存者体験の

分かち合いの場
としてのミーティン

グ活動事業

「言いっばなし、聞きっぱなし」を原

則とし、仲間と自身の体験や感覚を

分かち合う。

月当たり

約 80H

JUSTミ ーテイ
ング場 (港区)

はか、
オンライン

20人 全国
のベ

2,000人
539

3.講演会・ ワー

クショップ等の

社会教育・広報

活動事業

実施無し 0

4.会 報の発行及

び、刊行物等の

発行に関する事

業

会報の発行 108～ 112号

電子書籍等刊行 随時

脚ST事務局

(港区)、

リモー ト制

作

5人 全国 約160人 138

5.個 々の事業
に必要なボラン

ティアの受け入

れ、及び必要と

される人材の養

成事業

実施無し 0

6.関連諸団体
との情報交換、

連絡調整及び協

力活動事業

・関係団体、自助グループ等との

情報交換、相互協力 (情報発信等) 随時 各所 5人 全国 0

7.前項 1.～6.の

事業を行 うため
の募金活動事業

ミーティング参加者への献金呼び

かけ等 随時 0

8.そ の他 この
法人の目的達成

に必要な事業

面会交流支援事業
フリースペース

随時 事務局ほか 5人 全 国
のベ

約500人

180
・事業用保有資

産維持費用

・フリースペー

スに係るミーテ

ィング場維持費

用核分額



事 業 報 告 用
書式第 13号 (法第28条関係)

令和 3年度 活動計算書 (その他事業が生⊇場合)
特定非営利活動法人日本トラウマ・サバイパーズ・ユニオン

単位 :円
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印刷製本費
旅費交通費
通信費
消耗品費
事務用品費
修繕費
水道光熱費
新聞図書費
地代家賃
租税公課
減価償却費
福利厚生費
衛生管理費

印刷製本費
通信費
消耗品費
事務用品費
修繕費
水道光熱費
支払手数料
地代家賃
保険料
福利厚生費
衛生管理費
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書式第 15号 (法第 28条関係 )
事 業 報 告 用

令和 3年度 貸借対照表
特定非営利活動法人日本 トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

′

2,331,08

2
1

2
133 522

3 そ

現金預金
未収金
棚卸資産

ソフ トウェア

借地権

車両運搬具
什器備品
土地

226,000
0

0

0

3,898,000

敷金
長期貸付金

【A】 資 産 合 計 ①+② 6.588,609

2

未払金

預 り金

前受金

01

38,831'

208,000

長期借入金
退職給付引当金

の

正 6,292 821
48 957

B-2

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 | 6.588.609
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16 28

令和3年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本 トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準協議会)
によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法
建物 1日 定額法によっています。

(2)消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳
円

講演会・

WS等事業
事業部門計 管理部門 合計科 目

電話相談
事業

ミーティンタ・

活動事業
会報・刊行物
事業

その他目的達成
に必要なす栞

17,306

685,500
1,494,676

0

0

4

685,500
1,494,676

0

17,306
4

2.180,180 2.197.48617,306 17,306

18,010
1,450

215,873
67,080
35,278
3.414
55,824
32,506
0

813,600
0

15,800
58,453
34,910
36,812
26,140

850
0

150,245

44,723
30,166
2,279
37,218
0

8,034
542,400
5,790
0

0

23,273
24,541

18,860
1,450
366,118
111,803
65,444

5,693
93,042
32,506
8,034
1,356,000
5,790
15,800

58,453
58,183
61,353
26,140

406,800

13,070

335
770

770

138

608

43,518
16,770

3,770
1,138

18,608

406,800

17,455

18,406
13,070

18,010

1,450
74,420
16,770
27,738

1,600

16,770

1,138
18,608

32,506

15,800
58,453
17,455

18,406

138.388 180,736 1,415,150 869,519 2,284,669556,491 539,535
556.491 539,535 138,388 180,736 1 415 150 869 519 2 盟□ ⅨD

D 匿週△ 121 082 囚肛コ △  1,397,844 1,310,661 △  87,183B囚田団 旺]

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3 受取助成金等
4.事業収益
5.そ の他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
い)人件費

人件費計
(2)その他経費
印刷製本費
旅費交通費
通信費
消耗品費
事務用品費
修繕費
水道光熱費
新聞図書費
支払手数料
地代家賃
保険料
租税公課
減価償却費
福利厚生費
衛生管理費
寄付金

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額 巨ヨコ田回 1囚□国国国■■■回

■愛狂厠田
ロロ団曰国
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一内容 金額 算定方

該当な し



内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

該当なし

合計 ■■■■

4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

(単 円 )

5.固 定資産の増減内訳
円 )

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするため
に必要な事項
事業費と管理費の技分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、通信費の一部、消耗品費、事務用品費、修繕費、水
道光熱費、地代家賃、福利厚生費、衛生管理費については、従事割合に基づき按分しています。
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一
〇

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減衝償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
建物
土地

無形固定資産

投資その他の資産
敷金 226,000

1,249,000
3,898,000

226,000

1,249,000
3,898,000

△  1,115,478 133,522
3,898,000

226,000

合計 ■■■■

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

該当なし

合計

科 日

計算書類に

計上された
金額

内、役員と
の取引

内、近親
者及び支
配法人 と
の取弓|

(活動計算書)
該当なし

活動計算書計

(貸借対照表)
該当なし

貸借対照表計

■■■■
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書式第 17号 (法第 28条関係 )
事 業 報 告 用

令和 3年度 財産目録
特定非営利活■法人日本 トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

単位 :円
目

2,331,087
2.33:,007

現金預金
手元魂金
ゅうちょ銀行振替口座 (事業用) (
ゆうちょ銀行振書口座 (会費用) 
りそな銀行 麻布支店 普通 
三菱UFJ銀 行 麻布支店 普通 
P8yPal
CMOあ おぞらネット銀行 法人営業部 普通 
楽天銀行 第四営業支店 普通 

1

79,639
869,236
436.496
107,165
124.379
214,172
0

0

建物
我孫子物件 (アパー ト1室)
千葉県我孫子市根戸字北ノ内1801番地1 サンモール北柏105

3.898,000
3,898,0()0

103,522

133.522

226,000

●

土
‰
筆柔1貿装畷:季翁覆:吉禁能|う内1801番地lほか2筆

敷金
第二石原ビル303号室 歎金

【A】 責 産 合 計 ①+② 6.588.609

,- 1

38,831

38,8311

ⅨЮ

208. (XX)

前受金
2022年度分年会費

預り金
ミーティング献金未精算分

【:

246.331【B-1】 負 債 合 計 ③+④

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 6.341.77
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書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 (前●彙年度において投員であつたことがある全員の氏名及び住所又は層所並
びにこれらの者についての前事来年度における報酬の有無を配載した名簿)

特定非営利活動法人日本 トラウマ・サバイバーズ・ユ
ニオン

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏    名

1
・監事

サイトウ  サトル 202“● 4月  1日

2022.年  3月 31日

年  月  日

年   月   日齊藤 學

2

キノシタ  アツヒロ 2021年

2022年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日木下 淳博

3 監事理事
サイトウ  マコト 2021年

2022年

4月  1日

3月 31日

年   月   日

今1  月   日斉藤 誠

4 監事
イシカワ  トオル 2021年

2022年

4月  1日

3月 31日

4:   月   日

年  月  日石川 達

5 監 事

ヒラカワ  カスゴ

平川 和子

2021年

2022年

4月  1日

3月 31日

年  月 日

日年 月

6 ・監事

ニシヤマ  ヒトシ 2021年

2022■1

4月  1日

3月 31日

年 月

月

日

日年西山 仁

7 監事理 事

クマカ
゛
イ  マサユキ

熊谷 雅之

20211「

2022年

4月  1日

3月 31日

年 月

月

日

日年

8 監事理 事

イチハ
゛
シ ュンコ 202111

2022年

4月  1日

3月 31日

年

年

月   日

月   日場 順子

9
・監事理事

カワムラ  ユリ 2021年

2022年

4月  1日

3月 31日

年 月

月

日

日年川村 百合

10 理事
テツ
゛
カ  イチロウ

手塚 一朗

2021lF

2022年

4月  1日

3月 31日

年   月 日

日年 月

⌒

鯉ジ・監事



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法 日本}ラウで、サドイ′、
.'だ、ェ多オ/

氏   名

1 )11ス書、)

2 口ぐ耐 Fi'

3 レイ晟争ら多

4

ヽ

イ9準じキ

5
′ヘロゴち♭

6 *" o t$t

7
1

T」ι神}
8ノ
|｀嘱 裂ゝ

~

9

わそしみ J)
10 寺:ず神飢 ・

11 4;'# r'' fr-

12 ノスヽヽ♭行



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人1Blit7<'+t;'/(t;'- 7. z--t y

氏   名

1
ネ ル
タフか
ヽ 分
′ヽ― 'ヽ

2 名丼ζ看ヽ孝}

3

光村旭杉
4

5

6

7

8

9

10

11

12


